
秋田県地域両立支援推進チーム 事務局 秋田労働局健康安全課 ☎018-862-6683

「治療と仕事の両立のためのガイドライン」が定めら
れています。治療を続けながら、働き続けられるよう、
私たちが支援します。

治療と仕事の両立について相談できます！
～ 治療と仕事の両立支援に関する相談先のご案内 ～

＜秋田県地域両立支援推進チーム＞

治療のために、長期に会社を休む必要があるが、
どうしたら良いのだろうか・・・？

両立支援を希望される事業主と働く皆様へ

仕事と治療の両立支援とは？

医療機関

①事業者と共同して「勤務情
報」等を作成して主治医に提出

②「意見書」を労働者へ渡す。必
要な場合には労働者本人の同意を
得た上で事業者にも情報提供

主治医

両立支援コーディネーター

労働者本人・関係者間

の連携が重要です！

労働者

産業保健総合支援センター等

両立支援コーディネーター
・両立支援促進員等

③事業者へ「意見書」
を提出

④「両立支援プラン」「職
場復帰プラン」の作成

事業者

産業医

産業保健スタッフ
人事労働担当者

両立支援コーディネーター

※ 両立支援コーディネーターは、治療や業務に関する情報等を支援対象者から得て、支援対象
者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理し、本人に提供すること等を行いま
す。なお、事業場に対して支援対象者の代理で交渉を行うものではありません。

両立支援は労働者の申出から始まります

支援機関等

治療と仕事の両立支援の相談先は？

次のページを参考にしていただき、各相談窓口、支援制度をぜひご活用ください！



【相談できる内容】
◎治療を受けるにあたり、復職や仕事についての心配事の相談をお受けします。
◎職業相談、職業紹介も実施しています。

電話：018-829-5000
場所：秋田市上北手猿田字苗代沢222-1

月～金曜日 8：30～17：00
担当 医療ソーシャルワーカー、看護師等
毎週水曜日 14：00～16：00（要予約）
担当 ハローワーク秋田 就職支援ナビゲーター

【相談できる内容】
◎産業カウンセラー、キャリアコンサルタントが働く上での様々な相談をお受けします（有料）。

電話：080-1694-0764
場所：仙台市青葉区本町2-6-15-503号 担当 秋田県運営部

【相談できる内容】
◎障害のある方の就職や職場適応がうまくいくように職場に出向き、障害のある方と事業主の双方に支援を行います。

電話：018-864-3608
場所：秋田市川尻若葉町4-48

【相談できる内容】
◎治療を受けるにあたり、復職や仕事についての心配事の相談をお受けします。
◎職業相談、職業紹介も実施しています。

電話：018-884-6229
場所：秋田市広面字蓮沼44-2

【相談できる内容】
◎治療を受けるにあたり、復職や仕事についての心配事の相談をお受けします。
◎職業相談、職業紹介も実施しています。

電話：018-823-4171（代表）
場所：秋田市川元松丘町4-30

【相談できる内容】
◎全ての疾患についての相談をお受けします。また、必要があれば専門の窓口を紹介する場合があります。

電話：0186-52-3131
場所：大館市軽井沢字下岱30

【相談できる内容】
◎両立支援の取組を普及させるため啓発セミナーを実施します。
◎事業場を訪問し、両立支援に関する制度導入や教育について支援します。
◎事業場と患者（労働者）間の調整支援を行い、両立支援プランの作成の助言を行います。

電話：018-884-7771
場所：秋田市千秋久保田町6-6

秋田産業保健総合支援センター

月～金曜日 8：30～17：00

秋田労災病院 治療就労両立支援部

月～金曜日 8：15～17：00
担当 医療ソーシャルワーカー、保健師、看護師、両立支援コーディネーター

秋田大学医学部附属病院 地域医療患者支援センター がん相談支援センター

秋田赤十字病院 がん相談支援センター

市立秋田総合病院 患者サポートセンター

秋田障害者職業センター

日本産業カウンセラー協会 東北支部

月～金曜日 8：30～17：00
担当 医療ソーシャルワーカー、看護師等
第2・4木曜日 13：00～15：00（要予約）
担当 ハローワーク秋田 就職支援ナビゲーター

月～金曜日 8：30～17：00
担当 医療ソーシャルワーカー、看護師等
毎週火曜日 14：00～16：00（要予約）
担当 ハローワーク秋田 就職支援ナビゲーター

月～金曜日 8：45～17：00
担当 職業適応援助者（ジョブコーチ）

治療と仕事の両立のための秋田県内の相談窓口を紹介いたします！

受付

受付

受付

受付

受付

受付

受付

受付

受付

【相談できる内容】
◎産業医研修会などで医師に対してガイドラインの周知を行います。

電話：018-833-7401
場所：秋田市千秋久保田町6-6

秋田県医師会



【相談できる内容】
◎就職支援ナビゲーターが医療機関と連携し、がん患者等の希望や治療状況を踏まえた職業相談、職業紹介を行います。

ハローワーク秋田 専門支援部門 就職支援ナビゲーター 018-864-4111（43＃）
ハローワーク大曲 紹介部門 就職支援ナビゲーター 0187-63-0335
ハローワーク能代 企画開発部門 就職支援ナビゲーター 0185-54-7311
ハローワーク大館 紹介部門 就職支援ナビゲーター 0186-42-2531

【相談できる内容】
雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー
◎労働条件や解雇等の相談をお受けします（県内６か所の労働基準監督署にも相談コーナーあり）。

電話：018-862-6684
場所：秋田市山王7-1-3

健康安全課
◎県内6か所の労働基準監督署とともに「治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知を図ります。

電話：018-862-6683
場所：秋田市山王7-1-3

【相談できる内容】
◎がん治療に伴い医療用補正具（ウィッグ又は乳房補正具）を使用する患者さんに補正具の購入費用の一部を助成する
ことで、就労や社会参画につながるよう支援しています。

電話：018-860-1428
場所：秋田市山王4-1-1

【相談できる内容】
◎労務管理の専門家である社会保険労務士が無料で職場のトラブルなどでお悩みの方の相談をお受けします。

電話：018-853-9061
場所：秋田市大町3-2-44 大町ビル3階

【相談できる内容】
◎治療と職業生活の両立に悩んでいる就業者、休退職者を対象に、病気になっても働き続けられるように
電話相談を実施します。

◎治療と職業生活の両立に関する相談

両立支援キャリアカウンセリング 申込サイト

【相談できる内容】
◎専門の相談員が、労働条件や解雇等の労働相談をお受けします。

電話：0120-154-052
連合なんでも労働相談ホットライン

【相談できる内容】
◎医療ソーシャルワーカーが、治療を受けるにあたり、仕事についての心配ごとの相談をお受けします。

電話：018-833-1131
場所：秋田市中通6-1-58

中通リハビリテーション病院 医療相談室内

日本キャリア開発協会

秋田県医療ソーシャルワーカー協会

秋田県社会保険労務士会 総合労働相談所

日本労働組合総連合会秋田県連合会 連合秋田

秋田県健康福祉部健康づくり推進課・県内市町村

ハローワーク 就職支援ナビゲーター

秋田労働局

月～金曜日 8：30～17：00

月～金曜日 ※祝日を除く
9：30～17：30

1回30分無料（要予約）
通話料は相談者負担
有資格者によるキャリアコンサルティング

毎週火・金曜日
13：00～17：00（要予約）

月～金曜日 8：30～17：15

月～金曜日 8：30～17：15

月～金曜日 8：30～17：15

受付

受付

受付

受付

受付

受付

受付

【相談できる内容】
◎専任の相談員が、電話による相談・助言を中心に、日常生活上の悩み、治療のこと、福祉のことなどの相談をお受け
します。

電話：018-866-7754
場所：秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館3階

秋田県難病相談支援センター

電話・ＦＡＸ、来室面談、メール相談
月～金曜日 9：30～16：30

受付



「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」は厚生労働省のホームページ

をご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

また、治療と仕事の両立支援ナビhttps://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/も参考にしてください。

治療と仕事の両立 厚生労働省 検 索

治療と仕事の両立のためのガイドラインの内容は？

両立支援がなぜ必要なのでしょうか？

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、メンタルヘルス不調、

その他難病などの病気になったからといってすぐに離職しなけれ

ばならないという状況が必ずしも当てはまらなくなってきていま

す。かつては、不治の病とされた疾病でも、診断技術や治療方法

の進歩などにより長く付き合う病気に変わってきています。

秋田県地域両立支援推進チームとは？

治療と仕事の両立支援を効果的に進めるため、秋田県下の労働局、自治体、関係団体等がネッ

トワークを構築し、連携を図りながら、その取組みを推進するために設置された協議会です。私

たち「秋田県地域両立支援推進チーム」は働きたい・働いてもらいたいをサポートします！

● 秋田県医師会 ● 秋田県経営者協会 ● 連合秋田 ● 秋田県

● 秋田大学医学部附属病院 ● 秋田産業保健総合支援センター ● 秋田労災病院

● 秋田県社会保険労務士会 ● 秋田県医療ソーシャルワーカー協会

● 日本産業カウンセラー協会 東北支部 ● 日本キャリア開発協会

● 秋田県難病相談支援センター ● 秋田労働局 雇用環境・均等室

● 秋田労働局 職業安定部 職業安定課 ● 秋田労働局 労働基準部 健康安全課

構成員メンバー（順不同）

だからこそ、事業者と主治医が必要な情報を共有し、業務によって疾病が悪化し

ないように「一定の就業上の措置や治療に対する配慮」を行うことで治療と仕事の

両立を図ることができます。治療と仕事の両立は、事業者、労働者双方にメリット

があります。

☆ 事業者のメリット ☆

☞ 労働者の「健康確保」増進

☞ 継続的な人材確保

☞ 労働者のモチベーションの向上によ

る人材の定着・生産性

☞ 「健康経営の」実現

☞ 多様な人材の活用による組織や事業

の活性化 など

☆ 労働者のメリット ☆

☞ 治療に関する配慮が行われることに

よる病気の増悪の防止

☞ 治療を受けながらの仕事の継続

☞ 安心感やモチベーションの向上

☞ 収入を得ることができる

☞ 働くことによる社会への貢献 など

（R5.11改訂）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

